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令和元年度三木町農業委員会  
３月定例会議事録  

 

 （会   期）１日間  

 （開催年月日）令和２年３月１９日  

 （会 議 時 間）１３：３０～１４：０５  
 （開 催 場 所）三木町役場会議室棟３号・４号会議室 

 （議   題）別紙のとおり  
 

出席委員数１７名  
 

    １番  渡辺 正春            １１番  井戸 俊博 

    ２番  佐竹 一夫            １２番  藤澤 勇一 

    ３番  藤本 義伸             １３番  中川 詰郎 

    ４番  香西 俊之             １４番   谷井 正隆 

    ５番  川田 正憲              １５番  鎌倉 博之 

６番  溝渕 廣明            １６番  小松 洋子（欠席） 

    ７番  松田 隆雄           １７番  鎌倉 守 

    ８番   香川 県            １８番  髙尾 壽一(会長職務代理) 

    ９番  入倉 修一            １９番  脇 博文(会長) 

   １０番   多田 孝夫（欠席）           

    

                        

 

 （事  務  局）   

１．脇和彦主幹兼課長補佐  ２ .小倉恵理副主幹  ３．松本裕司係長   

４．谷洋司主任主事   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

（１）議案 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 非農地証明願について 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画について 

議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農用地利用配分計画について 

報告第１号 使用貸借返還通知について 

（２）香川県農業会議常設審議委員会審議報告について 

（３）その他  

                     

                                                                                   

  



 

事務局       

それでは、３月の三木町農業委員会定例会を開催いたします。今月の定例会はご案内申し上げた

通り、農地法関係議案等５件と農用地利用集積計画及び農地中間管理機構の農用地利用配分計画に

ついてそれぞれご審議をお願いします。その後に会長より香川県農業会議常設審議委員会議審議状

況報告をお願いいたします。本日の出席委員は１９名中１７名で、定足数に達していますので定例

会は成立しています。定例会議事録署名委員につきましては、中川委員と谷井委員にお願いいたし

ます。それでは脇会長よろしくお願いします。 

 

会長       

ただいまより定例会を開会いたします。今月は議案案件が５件と報告案件が１件です。あと、香

川県農業会議常設審議委員会審議報告についてです。皆様の慎重審議をよろしくお願いします。そ

れでは議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について事務局から説明をお願いします。  

 

事務局       

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について 

                番号１ 申 請 地：井戸字熊田 １筆 ６８６㎡ 

              地 目：田１筆 

              譲 渡 理 由：高齢化 

              譲 受 理 由：経営規模の拡大 

権 利：所有権移転売買 

 

   番号１について説明します。 

番号１については、譲受人の経営規模拡大です。下限面積等は問題ありません。 

 

会長       

ありがとうございました。それでは地元委員さんからの説明をお願いします。 

 

１番委員 

   譲渡人は高齢で一人では農業できないということで、小作人である譲受人に売買するもので

す。 

 

会長 

   ありがとうございました。それでは、各委員さんから何か質問はありませんか。 

    

委員一同 

(無し) 

 

会長 

   ないようですので、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、承認される委員さ

んは挙手をお願いします。 



 

 

委員一同 

(挙手) 

 

会長 

   満場一致で原案どおり承認されました。それでは、議案第２号、農地法第５条による許可申請に

ついて、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局       

議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について 

          番号１ 申 請 地：井上字諏訪 ２筆 ８７５㎡ 

              地 目：田２筆  

              現 況：田２筆  

              目 的：太陽光発電設備 

              権利の種類：所有権移転売買 

               

          番号２ 申 請 地：池戸字上池 ２筆 ３，１７７㎡ 

              地 目：田２筆  

              現 況：田２筆  

              目 的：住宅２階建 １３棟 ６９９．６６㎡ 

              権利の種類：所有権移転売買 

               

番号１について説明します。 

   当該申請につきましては、土地改良区等の同意、その他法令の許認可の見込かあること、他候

補地と比較したうえでの代替性を満たすこと、資金に関しましては支払い可能であるという書類

が提出されております。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

   番号２について説明します。 

   当該申請につきましては、土地改良区等の同意、その他法令の許認可の見込かあること、他候

補地と比較したうえでの代替性を満たすこと、資金に関しましては支払い可能であるという書類

が提出されております。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

 

会長 

   ありがとうございました。それでは現地調査を行っていますので、担当委員さんからご報告お

願いします。 

 

１４番委員 

   それでは、現地調査の報告を行います。３月分の農地法関連の申請について去る、令和２年３

月１３日(金)の午前９時から５条申請２件につきまして、脇会長、髙尾会長職務代理者、鎌倉博之

委員、私、事務局２名の合計６名、及び担当地区の農業委員、農地利用最適化推進委員にて現地

調査を実施いたしました。現場では、申請区域の特定、隣接農地の状況、造成方法、排水方法等



 

について、確認いたしました。その中で、５条申請 番号１について、隣接する水路の維持管理

面への影響がやや懸念されましたが、その他の件につきましては特に問題ありませんでした。以

上で現地調査の報告を終わります。 

 

会長 

   ありがとうございました。それでは地元委員からの説明をお願いします。 

 

１８番委員 

   番号１につきまして、長い間、管理しあぐねていて、今回売れたものです。現地調査の直前に

は、地元の水利の総会が月末に開かれるので、事業内容の説明に来てほしいという話しをきいて

おります。以上です。 

 

１２番委員 

    番号２につきまして、町道及び県道に隣接しており、隣接地の同意も得られているので、特

に問題はないと思います。 

 

会長 

   ありがとうございました。それでは、各委員さんから何か質問はありませんか。 

    

７番委員 

   番号１について、道からどうやってはいっていくのですか。 

 

事務局 

   地図には描かれていませんが、南側の県道に接している農道があります。 

 

会長 

   他にありませんか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長 

   ないようですので、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請について、承認される委員さ

んは挙手をお願いします。 

 

委員一同 

(挙手) 

 

会長 

ありがとうございます。満場一致で承認することに決しました。続きまして、議案第３号、非



 

農地証明願について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

議案第３号、非農地証明願について 

番号１ 申 請 地：下高岡 １６３㎡ 

              地 目：畑 

              目 的：山林 

 

番号２申 請 地：下高岡 ９９３㎡ 

              地 目：畑 

              目 的：山林 

 

 番号１について説明します。 

 番号１については、周囲の山林に取り込まれるように樹木が生い茂り山林化したものです。 

 番号２について説明します。 

 番号２については、周囲の山林に取り込まれるように樹木が生い茂り山林化したものです。 

 

会長 

   ありがとうございました。それでは、各委員さんから何か質問がありませんか。 

 

１２番委員 

   番号１について、地図を見ますと、形状が細長く農地というより農道のように思えますが、現

場は確認していますか。 

 

事務局 

   現場も確認しております。この形状から農道であろうかと思われますが、土木建設課にも確認

しましたが、農道、法定外公共物でもありませんでした。 

 

会長 

   他にありませんか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長 

ないようですので、議案第３号、非農地証明願について、承認される委員さんは挙手をお願い

します。 

 

委員一同 

(挙手) 



 

 

会長 

   満場一致で原案どおり承認されました。続きまして、議案第４号、農業経営基盤強化促進法の

規定による農用地利用集積計画について、議案第５号、農地中間管理事業の推進に関する法律の

規定による農用地利用配分計画について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局        

議案第４号、農用地利用集積計画について、 

(農用地利用集積計画について朗読) 

   今月の新規利用権設定が６件、再設定が１２件、転貸４件で合計２２件になります。どの案件 

につきましても、農業経営基盤促進法第１８条第３項及び町農業経営基盤強化促進基本構想の各 

要件を満たしていると考えます。 

続きまして、議案第５号、農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農地利用配分計

画について報告します。 

(農用地利用配分計画について朗読) 

今月は１件です。この案件につきましても、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の

各要件を満たしていると考えます。以上になります。 

 

会長 

   ありがとうございました。それでは、各委員さんから何か質問はありませんか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長 

ないようですので、議案第４号農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画につ

いて、承認される委員さんは挙手をお願いします。 

 

委員一同 

(挙手) 

 

会長 

満場一致で原案どおり承認されました。続きまして、議案第５号農地中間管理事業の推進に関

する法律の規定による農地利用配分計画について承認される委員さんは挙手をお願いします。 

 

委員一同 

(挙手) 

 

会長 

満場一致で原案どおり承認されました。続きまして、報告案件、報告第１号、使用貸借返還通



 

知について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

   報告第１号、使用貸借返還通知について 

番号１ 申  請  地：井戸 ６８６㎡ 

               地   目：田 

              解 約 日：令和２年２月２８日 

    解 約 理 由：売買のため 

 

   番号１について、３条申請番号１の案件になります。売買のため解約するものです。 

 

会長 

   ありがとうございました。報告案件ですが、何か質問があればお願いします。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長 

ないようですので、この案件は終わります。それでは、香川県農業会議常設審議委員会審議報

告について報告します。 

（資料読み上げ） 

   何か質問があればお願いします。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長 

ないようですので、この案件は終わります。 

   他に何かありませんか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長 

   ないようですので、これで定例会を終了といたします。ありがとうございます。 

 

  



 

 

 

 

以上、この議事録が正確であることを証するため、会長及び議事録署名委員は、ここに署名する。 

 

 

令和２年３月  日 

 

 

会長                     

 

 

 

 

署名委員                   

 

 

 

 

署名委員                   

 


